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瑞穂町地域保健福祉審議会「第３回健康づくり推進専門分科会」 

   の書面開催について（通知） 

 

 秋冷の候、皆様におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、瑞穂町地域保健福祉審議会「第３回健康づくり推進専門分科会」を下記のとおり

書面開催します。 

つきましては、別添で送付します「瑞穂町第５次地域保健福祉計画（案）」等をご確認い

ただき、ご審議いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 送付物 

（１）瑞穂町第５次地域保健福祉計画（案） 

（２）各委員からの意見（概要） 

（３）修正箇所一覧 

（４）意見書 

 

２ 議題 

瑞穂町第５次地域保健福祉計画（案）について 

 

 ３ 審議方法 

 瑞穂町第５次地域保健福祉計画（案）は、第２回健康づくり推進専門分科会で、委員

の皆さまからいただいたご意見等を反映させ作成しています（修正箇所は、赤字で記載

しています。）。 

 計画（案）の更なる修正の要否等について、ご審議いただき、意見書によりご提出い

ただきます。（健康増進計画該当箇所については、別紙の計画該当箇所一覧をご覧くださ

い。） 

 

４ 提出物及び提出期限 

 期間が短く大変恐縮ですが、令和７年１０月２７日（月）までに別添の意見書をご提

出ください。 

※特段ご意見がない場合でも、大変お手数ですが意見書（「意見なし」として）のご提出

をお願いいたします。 



５ 提出方法 

 次のいずれかの方法により、ご提出ください。 

・返信封筒 

・FAX（０４２－５５７－７４１４） 

・電子メール kenko＠town.mizuho.tokyo.jp（インターネット用アドレス） 

又は kenko＠town.tokyo-mizuho.lg.jp（LGメール用アドレス） 

※電子メールでご提出の場合は、メール本文等にご意見をご記載ください。 

 

６ 今後のスケジュール 

令和７年１０月２７日（月） 意見書提出期限 

    １０月２８日（火） 事務局において、いただいたご意見を踏まえ計画（案）を 

      ～２９日（水） 修正 

    １０月３０日（木） 地域保健福祉審議会委員へ計画（案）の発送 

    １１月 ７日（金） 第３回地域保健福祉審議会で計画（案）の審議 

     １２月以降     計画（案）に対する意見募集 

 令和８年 １月下旬     第４回健康づくり推進専門分科会で計画（案）の最終確認 

      ２月１３日（金） 第４回地域保健福祉審議会で計画の答申 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

別 紙 

 

 

 

 

 

 

【担当・問合せ先】 

瑞穂町福祉部健康課健康係 担当 鈴木、竹山 

ＴＥＬ：０４２－５５７－５０７２ 

 ＦＡＸ：０４２－５５７－７４１４ 

E-mail：kenko＠town.mizuho.tokyo.jp 

    （インターネット用アドレス） 

又は kenko＠town.tokyo-mizuho.lg.jp 

（LGメール用アドレス） 

 



別 紙 

 

計画該当箇所一覧 

 

〇第３章 第４次地域保健福祉計画の進捗状況 

４ いきいきと暮らすための健康づくり Ｐ９４～Ｐ１０３  

 

〇第４章 計画の基本的な考え方 

 １ 課題の抽出 Ｐ１０６～１０８ 

 ３ 計画の基本目標（４ いきいきと暮らすための健康づくり）Ｐ１１０ 

 ４ 第５次計画で重点的な取組（５ 母と子の健康づくりの推進）Ｐ１１２ 

 

 

 

 

 

 

〇第５章 施策の展開 

 ４ 基本目標４ いきいきと暮らすための健康づくり Ｐ１３３～１３８ 

 （基本施策、評価指標、ライフステージ別の取組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

※第２回健康づくり推進専門分科会では、第５次計画で重点的な取組については、第４次計

画のものを記載していましたが、地域保健福祉計画専門分科会と調整の上、重点的な取組（案）

を設定しました。（第４次計画を継承し、母と子の健康づくりの推進としています。） 


